
令和８年５月２１日(木)～
令和８年６月３０日(火)

県では、人口減少社会における中小・小規模事業者の課題解決に向けて、
複数事業者が共同・連携して実施する「経営の効率化」や、「新事業展開」等の
新たなチャレンジへの取組を支援します！

補助金の概要

令和８年度

宮城県中小企業等共同化チャレンジ事業補助金

補助対象者
●宮城県内に事業所を有する中小企業・小規模企業者で

２者以上で構成される中小企業等グループ（諸条件あり）

対象事業
●グループで実施する業務の共同化や事業連携に向けた取組や実証
例） バックオフィス共同化の取組／商品の共同開発や製造の取組
／共同販売・サービス提供の取組

対象経費
●人件費、コンサルタント経費
●消耗品費、設備費、謝金、広報、試作費
●マーケティング調査費、その他知事が認める費用

補助率 ２／３以内

補助額 上限２００万円

通常枠

補助対象者 ●宮城県内に事業所を有する中小企業・小規模企業者で

５者程度で構成される中小企業等グループ（諸条件あり）

対象事業
●自社のみならず地域や業界の課題解決に繋がる業務共同処理の
標準化（受け皿づくり）を試みる取組
例） 通常枠で共同化した業務処理／バックオフィスや配送の集約実施

対象経費
●人件費、コンサルタント経費
●消耗品費、設備費、謝金、広報、試作費
●マーケティング調査費、その他知事が認める費用

補助率 ２／３以内

補助額 上限５００万円

プラットフォーム構築枠

取組イメージ



令和８年度スケジュール

お問合せ先

この補助金は企画提案型の補助金であり、書類審査とプレゼンテーションによる審査を行います。
そのため、すべての申請者が交付の対象となるものではありません。

■宮城県経済商工観光部 中小企業支援室 企画調整班

■電話：022-211-2745 ■メール：chukisip@pref.miyagi.lg.jp

■詳細や各種申請様式については、宮城県ホームページをご参照ください。

WEBサイト：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/challenge/kyodoka.html

５月２１日(木)～
６月３０日(火)

（発注・契約・設置・支払の実務）
交付決定日～３月1２日(金)

事業終了後～
３月１９日(金)

７月中旬予定

なお、パートナーシップ構築宣言を行った事業者は、補助金の審査にあたり、加点措置を行います。
※ポータルサイト（https://www.biz-partnership.jp/）から手続きが可能です。

申請手続きについて

申請受付期間

https://logoform.jp/form/GQGB/1590969

令和８年５月２１日（木） ～ ６月３０日（火）

申請方法 電子申請フォームにより申請

必要書類 ●補助事業計画書
●会社概要資料
●登記事項証明書（個人にあっては住民票抄本）
●納税証明書
●暴力団排除に関する誓約書
●直近３年間の財務諸表 など

申請に必要な書類は、ホームページからダウンロードください。

QRコード


